
書式第8号 (法第 10条 。第25条関係)
設立・定款変更用

令和 8年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人化粧品 。日用品微生物センター

1 事業実施の方針

令和 8年度は当法人の設立年度として、定款に定める2つの事業の柱に基づき、活動の基盤を構築しま
す。第一に、「化粧品 。日用品の衛生的使用・保管に関する支援・啓発事業」として、主に一般消費者

を対象に、製品の安全な使用方法に関する知識を普及させます。第二に、「消費者保護を目的とした化

粧品 。日用品の微生物学的品質向上支援事業」を展開します。本事業は、化粧品・日用品関連の事業者

を直接の支援対象としますが、これは特定の業界の利益 (共益)を 目的とするものではありません。事
業者の品質管理技術を底上げすることで、市場に流通する製品全体の安全性を高め、製品を使用する不

特定多数の一般消費者を微生物による健康被害から守ること (公益)を最終日標としています。これら
の活動を通じて、当法人の社会的意義と専門性を広く周知し、安全な社会の実現を目指します。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 436.5 】千円 )
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定款に記載

された

事業名

事業内容 日時 場所
従事者

人数

受益

対象者

範囲

受益

対象者

人数

事業費

(千円)

化粧品 。日用

品の衛生的使

用・保管に関

する支援・啓

発事業

法人ホームページにて、

一般消費者に向けて微生

物管理の専門的知見に基

づいた化粧品等の安全な

使用・保管方法に関する

情報を発信 し、市民の衛

生意識の向上を図る。

随時
法人事務

所
1人

一般市民、

消費者

不特定多

数
15

NPO法人カビ相談センタ
ー (食品や環境を劣化 さ

せるカビを対象)の 「生
活 とカ ビに関する講演

会」にて当法人 (化 粧

品・日用品を劣化させる

カビを含む広範な微生物

を対象)か ら化粧品・ 日
用品の微生物管理に関す

る講演を実施 し、その内

容の概要を法人ホームペ

ージにて広く発信するこ

とで衛生啓発および安全

な製品使用の普及に寄与

する。

6月
東京都

大田区

公共施設

1人

一般市民、

製品の衛生

に関心のあ

る方

80人 22

日本防菌防徹学会で 「化

粧品回収事例の微生物汚

染解析」を報告し、参加

者間の意見交換を行 う。

報告内容の概要を法人 HP

で公開することによリー

9月
東京都

品川区

公共施設

2人

学 会 参 加

者 、 研 究

者、関連事

業者

300人 30



V

V

般市民の衛生啓発に役立

てる。同時に解析結果を

技術資料として法人ホー

ムページを通 じて業界ヘ

提供 し、中小事業者の安

全管理体制の底上げと製

品事故の未然防止に寄与

する。

NPO法人カビ相談センタ
ー (食品や環境を劣化さ

せるカビを対象)の 「生
活 とカ ビに関す る講演

会」にて当法人 (化粧

品 。日用品を劣化させる

カビを含む広範な微生物

を対象)か ら化粧品 。日
用品の微生物管理に関す

る講演を実施 し、その内

容の概要を法人ホームペ

ージにて広く発信するこ

とで衛生啓発および安全

な製品使用の普及に寄与

する。

10月
大阪府

大阪市
4-‐
ノヽ ■~

2人

一般市民、

製品の衛生

に関心のあ

る方

50 人 22

消費者保護を

目的 とした化

粧品 。日用品

の微生物学的

品質向上支援

事業

化粧品 。日用品事業者の

知識向上や技術習得を目

的とした、化粧品 。日用

品の品質確保のための微

生物管理セ ミナーを開催

し、その概要を法人ホー

ムページにて発信するこ

とで、業界全体の品質管

理水準の向上を図る。

第二四半

期

東京都

北区

公共施設

3人

化粧品 。日

用品の製

造・販売等

に携わる事

業者。P
等で広く公

募し、特定

の事業者に

限定しな

い。一般会

員も参加の

対象とす

る。

40 人 220

化粧品 。日用品事業者の

知識や技術の習得を目的

とした微生物管理方法

(製品の微生物試験方法

など)に 関する個別相談
会を正会員、一般会員、

非会員に対 して実施 し、

業界全体の品質管理水準

の向上を図る。

随時
相談者事

業所
4人

微生物管理

に課題を抱

える化粧

品 。日用品

関連事業

者。一般会

員も参加の

対象とす

る。

5人 127.5



書式第 8号 (法第 10条・第25条関係)
設立・定款変更用

令和 9年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人化粧品 。日用品微生物センター

1 事業実施の方針
令和 9年度においては、初年度に築いた活動基盤を基に、各事業の深化と定着を図ります。「化粧
品 。日用品の衛生的使用・保管に関する支援・啓発事業」では、継続的な情報発信と講演活動により、
一般消費者の製品安全に関するリテラシー向上を目指します。 「消費者保護を目的とした化粧品・日用

品の微生物学的品質向上支援事業」では、事業者への支援が最終的に消費者保護につながるという公益

目的に基づき、基礎的な内容に加え、より専門的なセミナーや実技講習会を展開します。これにより、

国内事業者の品質管理レベルの底上げを促し、市場全体の製品安全性を高めることで、消費者保護を一

層推進します。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 752.5 】千円 )
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定款に記載

された

事業名

事業内容 日時 場所
従事者

人数

受益

対象者

範囲

受益

対象者

人数

事業費

(千円)

化粧品 。日用

品の衛生的使

用・保管に関

する支援・啓

発事業

法人ホームページにて、

一般消費者に向けて微生

物管理の専門的知見に基

づいた化粧品等の安全な

使用・保管方法に関する

情報を継続発信 し、市民

の衛生意識の向上を図

る。

随時
法人事務

所
1人

一般市

民、消費

者

不特定多

数
15

NPO法人カビ相談センタ
ー (食品や環境を劣化さ

せるカビを対象)の 「生
活 とカ ビに関す る講演

会」にて当法人 (化 粧

品 。日用品を劣化させる

カビを含む広範な微生物

を対象)か ら化粧品・日
用品の微生物管理に関す

る講演を実施 し、その内

容の概要を法人ホームペ

ージにて広く発信するこ

とで衛生啓発および安全

な製品使用の普及に寄与

する。

6月
東京都

大田区
1人

一般市

民、製品

の衛生に

関心のあ

る方

80 22

日本防菌防徴学会で 「活

動内容 と消費者啓発の成

果」を報告 し、参加者間

の意見交換を行 う。報告

内容の概要を法人 Pで公

9月
大阪府

千里市
2人

学会参加

者、研究

者、関連

事業者等

300 124
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開することによリー般市

民の衛生啓発 に役立て

る。

NPO法人カビ相談センタ
ー (食品や環境を劣化さ

せるカビを対象)の 「生
活 とカ ビに関す る講演

会」にて当法人 (化 粧

品 。日用品を劣化させる

カビを含む広範な微生物

を対象)か ら化粧品 。日
用品の微生物管理に関す

る講演を実施 し、その内

容の概要を法人ホームペ

ージにて広く発信するこ

とで衛生啓発および安全

な製品使用の普及に寄与

する。

10月
大阪府

大阪市
2人

一般市

民、製品

の衛生に

関心のあ

る方

50 22

消費者保護を

目的とした化

粧品・ 日用品

の微生物学的

品質向上支援

事業

正会員、一般会員及び非

会員 を対象 とした化粧

品・ 日用品の品質確保の

ための微生物管理セ ミナ

ーを開催 し、その概要を

法人ホームベージにて発

信することで、業界全体

の品質管理水準の向上を

図る。

第一四半

期

東京都

北区
4人

化粧品・

日用品の

製造・販

売等に携

さわる事

業者。

HP等で
広く公募

し、特定

の事業者

に限定し

ない。

40 人 220

化粧品 。日用品事業者の

知識向上や技術習得を目

的とした、微生物管理に

関するWebセ ミナーを正
会員、一般会員、および

非会員 に対 して開催す

る。あわせてその内容の

概要を法人ホームページ

で発信 し、広く社会の衛

生啓発に寄与する。

第二四半

期

法人事務

所
1人

化粧品・

日用品の

製造・販

売等に携

わる事業

者

20人 75

化粧品 。日用品の製品安

全性を担保 し、消費者の

健康被害を未然に予防す

るために、事業者の知識

や技術の習得を目的とし

た品質管理担当者向け微

生物試験法実技講習会を

第二四半

期

神奈川県

藤沢市
2人

化粧品・

日用品の

製造・販

売等に携

わる事業

者

5人 147



正会員、一般会員、非会

員に対して実施する。

化粧品 。日用品事業者の

知識や技術の習得を目的

とした微生物管理方法

(製品の微生物試験方法

など)に 関する個別相談
会を正会員、一般会員、

非会員に対 して実施 し、

業界全体の品質管理水準

の向上を図る。

随時
相談者事

業所
4人

微生物管

理に課題

を抱える

化粧品・

日用品関

連事業者

5人 127.5

V

‐



V

10 25 |,|“

令和8年度 活動予算書 (その他事業がない場合)
特定非言利活動法人化電品・ 日用品薇
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特定非営利汚勁法人化粧品・ 曰用品薇生物セ ンター
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